
品川区子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業）

 指導検査基準（令和８年６月１２日適用）

品川区子ども未来部保育入園調整課



Ａ 助言指導 指導検査基準に適合する場合は、水準向上のための「助言指導」を行う。

Ｂ 口頭指導

　指導検査基準に適合していないが、軽微な事項または改善が容易な事項違反は、原則として、
「口頭指導」とする。
　ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合または正当な理由なく改善を怠っている場
合は、「文書指摘」とする。
　なお、C評価であっても軽微な違反の場合に限り、「口頭指導」とすることができる。

評　　価

評価
区分

指導形態

Ｃ 文書指摘

　指導検査基準に違反する場合（B評価および軽微な違反の場合を除く。）は、原則として、
「文書指摘」とする。
　ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等は、「口頭指導」とする
ことができる。



本指導検査基準では、関係法令および通知等を略称して次のように表記する。

№

1

2

3

平成14年2月22日区要綱第8号「品川区ファミリー・サポート・センター事業実施要綱」 区要綱

平成15年5月30日法律第57号「個人情報の保護に関する法律」 個人情報の保護に関する法律

関係法令および通知等 略称

平成25年12月3日25福保子家第617号「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）実施要綱」 都要綱



観点 関係法令等 評価・指導要項
評価
区分

1 必要な事業内容を実施しているか。 (1) 必要な事業を実施していない。 Ｃ

(2) 区要綱第2条 Ｂ

2 会員数が20人以上となっているか。 (1) 会員数を満たしていない。 Ｃ

Ｃ

(2) 区要綱第5条

Ｂ

Ｃ

(2) 区要綱第3条

(1) 会則が制定されていない。 Ｃ

Ｂ

項目 基本的な考え

1 事業内容 　ファミリー・サポート・センター（地域において子どもの預かりの
援助を受けたい者と援助を行いたい者からなる会員組織をいう。以下
同じ。）を設立して以下に掲げる事業を実施する。また、会員数は20
人以上とする。

(1) 都要綱第4条別
紙(1)①

2 相互援助活
動の内容

相互援助活動の内容は、以下に掲げる子どもの預かりの活動とす
る。

1 必要な相互援助活動の内容を実施して
いるか。

(1) 都要綱第4条別
紙(1)②

(2) 必要な事業の実施が不十分で
ある。

（１）提供会員および依頼会員の募集、登録等に関すること

（２）援助活動の調整に関すること (1) 都要綱第4条別
紙(1)①（３）提供会員に対する講習会および提供会員間の交流に関すること

（４）アドバイザーおよびサブ・リーダーとの連絡調整会議に関する
こと

（５）関係機関との連絡調整に関すること

(1) アドバイザーが配置されてい
ない。

(1) 必要な相互援助活動を実施し
ていない。

（１）子どもを預かること

（２）保育施設等への子どもの送迎を行うこと (2) 必要な相互援助活動の実施が
不十分である。（３）その他区長が必要と認めること

※（２）の援助活動は、徒歩または公共交通機関を用いて行う。

（６）事業の広報に関すること

（７）上記に掲げるものの他、事業の目的を達成するために必要と認
められること

　また、ファミリー・サポート・センターの事業規模に応じて、提供
会員の中からサブ・リーダーを選任し援助活動の調整を行うことがで
きる。

　なお、アドバイザーに対する研修の積極的な実施に努めることとす
る。

（2）会則の制
定

　相互援助活動等の実施に必要な事項を規定したファミリー・サポー
ト・センターの会則を制定する。

1 会則が制定されているか。 (1) 都要綱第4条別
紙(1)④イ

3 事業の実施
方法

（1）アドバイ
ザーの設置

ファミリー・サポート・センターに、アドバイザー（相互援助活動
の調整等の事務を行う者をいう）を配置する。

1 アドバイザーが配置されているか。 (1) 都要綱第4条別
紙(1)④ア

(2) 会則の内容が不十分である。
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観点 関係法令等 評価・指導要項
評価
区分

項目 基本的な考え

Ｃ

(1) 説明を行っていない。 Ｃ

(2) 説明が不十分である。 Ｂ

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

(1) 区要綱第4条 Ｃ

Ｃ

(1) 報告書が作成されていない。 Ｃ

Ｃ

Ｂ

2 本業務趣旨や会則等について説明をし
ているか。

3 過去に虐待や不適切な行為を行ってい
ないかできる限り把握に努めているか。
また、行為を確認できた場合は、登録を
差し控えているか。

(1) できる限り把握に努めていな
い。

(2) 登録を差し控えていない。

4 登録済みの会員に関して、随時（少な
くとも年度に一回）確認・整理している
か。

(1) 随時（少なくとも年度に一
回）確認・整理していない。

（3）会員の登
録

　会員登録の際には、公的書類による本人確認を行うとともに、本業
務趣旨や会則等について説明を行う。

1 公的書類による本人確認を行っている
か。

(1) 公的書類による本人確認を
行っていない。

(1) 都要綱第4条別
紙(1)④ウ

5 虐待や不適切な行為を行った会員は速
やかに登録の取消しを行っているか。

(1) 速やかに登録の取消しを行っ
ていない。

＜会員の条件＞
（1）提供会員：区内に居住し、在勤し、または在学する20歳以上の心
　　　　　　　 身ともに健康で、センターが実施する講習会修了者ま
　　　　　　　 たは、センターが同等と認める者その他、区長が特に
　　　　　　　 認めた者
（2）依頼会員：区内に居住し、生後43日以上の児童（概ね12歳までの
　　　　　　　 子ども）を有する者

6 提供会員と依頼会員は規定の条件を満
たしているか。

(1) 会員の条件が満たされていな
い。

（4）援助活動
の実施

　会員間で行う相互援助活動は、子どもの預かりの援助を受けたい者
と援助を行いたい者との請負または準委任契約に基づく。

1 会員間の相互援助活動は適正に実施さ
れているか。

(1) 都要綱第4条別
紙(1)④エ

(1) 会員間の相互援助活動が適正
に実施されていない。

　提供会員を新たに登録する際において、過去に虐待や不適切な行為
を行っていないか、都要綱の別添1を参考として確認等を行うなどでき
る限り把握に努め、そのような行為を行っていることが確認できた場
合は、登録を差し控える。また、登録済みの会員に関しては、随時
（少なくとも年度に一回）確認・整理するとともに、虐待や不適切な
行為を行った会員は速やかに登録の取消しを行う。

(3) 報告書の内容が不十分であ
る。

　また、相互援助活動の実施にあたり、依頼会員は提供会員と事前に
援助活動の内容を協議し、援助活動の実施を相互に確認して決定す
る。

(2) 区要綱第6条第3
項

　提供会員は、援助活動を実施した時は、その実施内容を記載した報
告書を作成し、依頼会員の確認を受ける。

2 報告書の内容を確認しているか。 (1) 区要綱第6条第4
項 (2) 報告書の内容を確認していな

い。
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観点 関係法令等 評価・指導要項
評価
区分

項目 基本的な考え

Ｃ

Ｃ

1 子どもを預かる場所が適正か。 Ｃ

2 チェックリストを作成しているか。 Ｃ

3 チェックリストを確認しているか。 Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

(2) 区要綱第7条

Ｃ

Ｃ

（5）保険への
加入

　会員が行う相互援助活動中の子どもの事故に備え、ファミリー・サ
ポート・センター補償保険に一括して加入する。また、保険に加入す
る費用はセンターが負担する。

1 会員が補償保険に加入しているか。 (1) 都要綱第4条別
紙(1)④オ

(1) 会員が補償保険に加入してい
ない。

(2) 区要綱第8条第1
項、第2項

(2) 保険に加入する費用をセン
ターが負担していない。

(2) 改善に向けた指導をしていな
い。

（7）預かる子
どもの人数

　相互援助活動の実施にあたり、一度に預かることができる子どもの
人数は、援助を行う会員1人につき原則として1人とする。なお、やむ
を得ず複数の子どもを預かる場合には、援助を行う会員の経験や子ど
もの年齢等を考慮し、安全面に十分配慮する。

1 預かる子どもの人数により安全面に十
分配慮されているか。

(1) 都要綱第4条別
紙(1)④キ

(1) 安全面が十分に配慮されてい
ない。

（6）子どもの
預かり場所

　子どもを預かる場所は、提供会員の自宅とする。ただし、両会員お
よびアドバイザーの合意がある場合は、区内公共施設、地域子育て支
援拠点、その他子どもの安全を確保することができる場所において行
う。

(1) 都要綱第4条別
紙(1)④カ

(1) 子どもを預かる場所が適正で
ない。

(2) 区要綱第5条第2
項

　また、都要綱の別添2および別添3を参考とし、提供会員が日頃から
注意すべきポイントをチェックリスト形式でまとめたリストを作成す
る。このリストを活用し、預かり場所の定期的な安全点検を行い、子
どもの事故を未然に防ぐことにつなげる。

(1) 都要綱第4条別
紙(1)④カ

(1) チェックリストが作成されて
いない。

(1) 提供会員が作成するチェック
リストに基づく安全点検について
確認していない。

　緊急救命講習および事故防止に関する講習や虐待防止、ヤングケア
ラーに関する講習について、援助を行う会員全員に対して、少なくと
も5年に1回必ず実施し、その他のフォローアップ講習等の実施も含
め、相互援助活動の質の維持、向上に努める。

2 フォローアップ等の講習を実施してい
るか。

(1) 都要綱第4条別
紙(1)④コ

(1) フォローアップ等の講習を実
施していない。

（8）報酬 　相互援助活動に対する報酬は、区要綱の第7条による。報酬の目安と
して制度の趣旨、地域の実情等を反映した適正と認められる額を会則
等で定める。

1 区要綱で定められた報酬の範囲内で事
業が実施されているか。

(1) 都要綱第4条別
紙(1)④ク

(1) 区要綱で定められた報酬の範
囲内で事業が実施されていない。

（9）講習の実
施

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法や心肺蘇生等の実習を含
んだ緊急救命講習および事故防止に関する講習（安全チェックリスト
の活用やヒヤリ・ハット事例の検証等を内容とするもの）や虐待防
止、ヤングケアラーに関する講習について、援助を行う会員全員に対
して必ず実施する。（ただし、他の研修等で同内容を受講済みの者
で、区が適当と認める場合は、この限りでない）

1 安全対策等の講習を実施しているか。 (1) 都要綱第4条別
紙(1)④ケ

(1) 安全対策等の講習を実施して
いない。
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観点 関係法令等 評価・指導要項
評価
区分

項目 基本的な考え

Ａ

(1) 都要綱第5条 Ｃ

(1) 都要綱第5条 Ｃ

Ｃ

Ｃ

(1) 都要綱第6条 Ｃ

(1) 個人情報保護に関して、法律
等に基づいて適切な措置を講じて
いない。

(2) 個人情報の保護
に関する法律第15条
～第31条

4 個別事情へ
の配慮につい
て

　ひとり親家庭、低所得者（生活保護世帯、区民税非課税世帯）およ
びダブルケア負担の世帯（育児と親等の介護を同時に行っている世
帯）、障害児や多胎児を持つ世帯で配慮が必要な世帯から利用申し込
みがあった場合、優先的に柔軟に調整を行うよう努める。

1 配慮が必要な世帯に対し十分な配慮が
されているか。

(1) 都要綱第4条別
紙(1)④シ

(1) 十分な配慮がされていない。

5 その他 　事業に従事する者は、その業務を行うに当たって知り得た個人情報
について、業務遂行以外に用いてはならない。また、会員に対して、
相互援助活動によって知り得た会員またはその家族の個人情報を他人
に漏らさないよう周知を図る。

1 個人情報保護に関して、法律等に基づ
いて適切な措置を講じているか。

　事業の実施を通じて支援が必要な子ども・保護者を把握した場合に
は、子ども家庭支援センターに当該子ども・保護者に関する情報を共
有し、必要に応じて支援の内容に関する協議を行う。

4 支援が必要な子ども・保護者を把握し
た場合に子ども家庭支援センターへ情報
共有・協議を行っているか。

(1) 支援が必要な子ども・保護者
を把握した場合に子ども家庭支援
センターへ情報共有・協議を行っ
ていない。

　ファミリー・サポート・センター事業は、社会福祉法（昭和26年法
律第45号）第2条第3項の第二種社会福祉事業に位置付けられているた
め、届出事項の変更等がある場合は1か月以内に「子育て援助活動支援
事業開始届等届出事務取扱要綱（平成27年4月21日27福保子家37号）」
に従い、都へ届出を行う。

5 変更届出等が提出されているか。 (1) 変更届出等が提出されていな
い。

　活動中に事故が生じた場合には、「子育て援助活動支援事業（ファ
ミリー・サポート・センター事業）外3事業における事故の報告等につ
いて（令和7年3月25日付6福祉子家第3407号通知）」に従い速やかに区
へ報告する。

2 事故が生じた場合の報告が速やかに行
われているか。

(1) 事故が生じた場合の報告が速
やかに行われていない。

　活動中に虐待と疑われる事案を発見した場合には、会員は本部へ速
やかに報告（本事業を委託等により実施している場合は会員からの報
告を受けた後、速やかに本部から区へ報告）し、児童相談所など関係
機関と連携して適切に対処するとともに速やかに区へ報告する。

3 虐待と疑われる事案を発見した場合の
報告が速やかに行われているか。

(1) 虐待と疑われる事案を発見し
た場合の報告が速やかに行われて
いない。
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